
燕市告示第 ２６４ 号 

 

 燕市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付要綱 (令和6年燕市告示第

293号)の一部を次のように改正する。  

  令和 ７ 年 ５ 月１９日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 別表第 1 中「屋根」の次に「又は敷地」を加え、  

「 

蓄電池システム 太陽光発電システムの付帯設備として蓄電池システム

を設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすも

のとする。 

(1) 国実施要領別紙 2 の重点対策加速化事業ア(イ)

蓄電池に定める交付要件を満たすこと。  

(2) 次の価格基準内の蓄電池であること。  

4,800Ah・セル以上の蓄電池システムの場合、 16

万円／kWh(工事費込み・税抜き)以下 

4,800Ah・セル未満の蓄電池システムの場合、

14.1 万円／kwh(工事費込み・税抜き)以下 

(3) 燕市内に設置されるものであること  

(4) 他の国・県の補助制度等を利用していないこ

と。 

」 

を 

「 

蓄電池システム 太陽光発電システムの付帯設備として蓄電池システム

を設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすも

のとする。 



(1) 国実施要領別紙 2 の重点対策加速化事業ア(イ)

蓄電池に定める交付要件を満たすこと。  

(2) 次の価格基準内の蓄電池となるように努めるこ

と。 

蓄電容量 20kwh 以上の蓄電池システムの場合、

11.9 万円／kwh(工事費込み・税抜き)以下 

蓄電容量 20kwh 未満の蓄電池システムの場合、

12.5 万円／kwh(工事費込み・税抜き)以下 

(3) 燕市内に設置されるものであること  

(4) 他の国・県の補助制度等を利用していないこ

と。 

」 

に改める。 

別表第 2 の 2 の表中「(平成 24 年燕市条例第 2 号)」を削る。 

別表第 3 中 

「 

蓄電池システム 蓄電池システムの価格 (円／ kWh(工事費込み・税抜き )

の 1／3 以内(1,000 円未満の端数は切り捨て)とする。 

高効率空調機器 補助対象経費の 1／2 以内(1,000 円未満の端数は切り捨

て)とし、上限を 100 万円とする。 

高効率照明機器 補助対象経費の 1／2 以内(1,000 円未満の端数は切り捨

て)とし、上限を 100 万円とする。 

」 

を 

「 

蓄電池システム 蓄電池システムの価格 (円／ kWh(工事費込み・税抜き )

の 1／3 以内(1,000 円未満の端数は切捨て)とし、次に

掲げる区分に応じた額を上限とする。  



 (1) 家庭用(20kwh 未満)：14.1 万円／kwh 

 (2) 業務用(20kwh 以上)：16.0 万円／kwh 

なお、対象経費の算定に用いる蓄電容量は、単電池の

定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数

の積で算出される蓄電池部の値とし、小数点第 2位以下

を切り捨てた値とする。 

高効率空調機器 補助対象経費の 1／2 以内 (1,000 円未満の端数は切捨

て)とし、上限を 100 万円とする。 

高効率照明機器 補助対象経費の 1／2 以内 (1,000 円未満の端数は切捨

て)とし、上限を 100 万円とする。 

」 

に改める。 

 様式第1号を次のように改める。  



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第7号を次のように改める。  

 

  



別記様式第1号を次のように改める。  

 

  



 

  



 

別記様式第2号を次のように改める。  

 

  



 

  



別記様式第6号を次のように改める。  

 

  



 

  



 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。  


